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質問日 質問内容 回答内容 回答日 

平成30年 

11月 6日 

抽選会への応募は、所有している

船の数だけ応募して良いか？ 

 

那覇ふ頭三重城小船溜り、新港ふ頭小船溜り・安謝

小船溜りにおいて専用使用許可を受けることができ

るのは、法人の場合 2 隻、個人の場合 1 隻までとな

っております。（小船溜まり場管理要綱第 4 条第 4

項）この規定に基づいて、抽選の参加申し込みにお

いても、既に法人として 1 隻専用使用許可を受けて

いる場合は、1隻分のみの参加申し込みとなります。 

平成 30年 

11月 6日 

 


